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３．廃家電不法投棄対策の方向性②

○ 市町村の義務外品の回収システムの構築と排出方法の住民への周知徹底

市町村は、廃棄物処理法第６条の２に基づき、一般廃棄物の処理について統括的な責
任を有する。

義務外品の回収システムが未整備の市町村は、小売店や廃棄物収集運搬許可業
者ら地域の関係者の協力を得て、地域の実情に応じた回収システムを早急に構築す
ることが必要ではないか。加えて、小売店等地域の関係者の協力も得ながら、ホーム
ページや広報等を通じ、住民に義務外品の排出方法を周知徹底することが必要では
ないか。

義務外品の回収システムの周知が十分でない市町村は、小売店等地域の関係者
の協力も得ながら、ホームページや広報等を通じ、住民に義務外品の排出方法を継
続的に周知徹底することが必要ではないか。

義務外品の回収体制の構築
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ホームページによる分かりやすい義務外品回収体制周知の例

・トップページからの見つけやすさの工夫

・処分方法別に分かりやすく説明

・義務外品について、収集運搬業者の連
絡先の明記
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○不法投棄は、それ自体が生活環境保全上の支障をもたらすのみならず、新たな不法投
棄を誘発することにより、更なる生活環境保全上の支障をもたらす。

○不法投棄家電を早期に処理し、不法投棄が不法投棄を招く事態を未然に防止する
ことが重要ではないか。

• 回答地方公共団体数：1,811市区町村

不法投棄による周辺環境への影響

77%

59%

16%
1% 1% 7%

景

観

の
悪

化

新

た

な
不

法

投

棄

の
誘

発

通

行

の
妨

害

土

壌

汚

染

・
水

質

汚

濁

悪

臭

・
大

気

汚

染

そ

の
他

（複数回答可）

○市区町村における廃家電の不法投棄による周辺環境への悪影響についてアンケー
トを実施したところ、景観の悪化、新たな不法投棄の誘発の順で回答が多かった。

３．廃家電不法投棄対策の方向性③

不法投棄未然防止対策の推進
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○廃棄物・リサイクル対策への意識の高い市町村は、義務外品の回収体制の構築・周知を
前提として、廃家電の適正排出に係る普及啓発や、自治会など地域コミュニティの協力も
得ながらの監視パトロールの実施、監視カメラの設置、不法投棄家電の早期撤去などの
地域の実情に応じた不法投棄未然防止対策に積極的に取り組んでいる。

○これら市町村による不法投棄未然防止対策の強化や、普及啓発による住民の意識・理
解の向上をより一層進めていくべき。

３．廃家電不法投棄対策の方向性④

自治体による積極的な不法投棄未然防止対策

自治体による積極的な不法投棄未然防止対策の例

• 札幌市

• 広島市
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不法投棄未然防止対策の拡充不法投棄未然防止対策の拡充

①不法投棄対策の専管課の設置（平成12年度～）

②不法投棄回収物の記録・分析

分析事例：不法投棄件数ワースト１０の把握＜図表１＞

道路周辺に投棄集中

③市民ボランティア等による監視活動のさらなる充実

平成17年度 清田区に不法投棄ボランティア監視員制度発足

平成18年度 不法投棄ボランティア監視員制度を西区に拡大

地域住民の目によるパトロールの着実な実施

＜ボランティア監視員による不法投棄発見数＞

56件（平成17年度）⇒170件（平成18年度）

④その他の様々な不法投棄対策

・立て看板の設置 20台（平成18年度）

・監視カメラの設置 19台（平成12～18年度）

・不法投棄禁止ステッカーの配布 300枚（平成18年度）

・のぼり旗の設置 800本（平成18年度）

札幌市 北海道, 人口約189万人（平成19年3月1日推計人口）

石油ｽﾄｰﾌﾞ椅子じゅうたん照明器具バッテリー一斗缶10
布団ソファー石油ｽﾄｰﾌﾞじゅうたんソファー毛布9

ソファー洗濯機布団自動車部品冷蔵庫石油ｽﾄｰﾌﾞ8
冷蔵庫バッテリー洗濯機冷蔵庫一斗缶バッテリー7

自動車部品石油ｽﾄｰﾌﾞ畳一斗缶じゅうたんテレビ6
じゅうたん自転車バッテリーバッテリーテレビソファー5
バッテリー布団冷蔵庫布団石油ｽﾄｰﾌﾞじゅうたん4

自転車冷蔵庫自転車自転車自転車ガラス瓶3
テレビテレビテレビテレビ布団布団2
タイヤタイヤタイヤタイヤタイヤタイヤ1

16年度15年度14年度13年度12年度11年度
平成

順位

不法投棄に関する負担の増加不法投棄に関する負担の増加

①家電４品目の不法投棄台数の増加
家電リサイクル法施行後、４年間で2.6倍に増加

平成13年度 2,080台
平成17年度 5,485台（2.64倍）

②不法投棄の一般化（単体投棄の増加）
単体投棄事案が７割を占め、一般家庭からの投棄も懸念
＜家電４品目の台数別不法投棄の割合（平成17年度）＞

・単体で投棄 ：70％
・2～10台の投棄 ：29％
・10台以上まとめて投棄 ： 1％

③不法投棄対策費用の増加
2,206千円（平成12年度） ⇒ 35,625千円（平成17年度）

図表１ 不法投棄件数ワースト１０の推移

札幌市「清掃ホームページ」より作成
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広島市 広島県, 人口116万人（平成19年3月1日推計人口）

家電不法投棄に関する負担の増加家電不法投棄に関する負担の増加

①家電４品目の不法投棄台数の増加
家電リサイクル法施行後、４年間で1.6倍に増加

平成13年度 381台
平成17年度 616台 （1.62倍）

適正な市民の排出行動に支えられた不法投棄未然防止適正な市民の排出行動に支えられた不法投棄未然防止

①義務外品に対する重層的な回収策＜図表１ ＞

②市民に定着した適正な排出行動

・大型ゴミの自己搬入（無料）が市民に定着

・伝統ある資源分別収集により、適正排出の確保に対し市民監視の眼

③広島市不法投棄防止連絡協議会（議長：広島市環境局長）の設置

④その他の様々な不法投棄対策
・キャンペーン・写真展による啓発（平成15年度～）

『ゴミ出しハンドブック[ひろしまエイト] 』より

図表１ 義務外品に対する重層的な回収策

①家電販売店に引取
依頼

②指定引取場所自己
搬入

③市の収集

さらに、高齢世帯等への
持ち出し支援として「安心
サポート」あり

図表２ 広島市不法投棄防止連絡協議会
広島市不法投棄防止連絡協議会
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〔広島市〕 〔広島県〕 〔国の機関〕〔他の団体〕

②不法投棄状況の悪質化
回収困難な谷底等への投棄（平成17年度末時点 ５件）

③不法投棄対策費用の増加
2,114千円（平成12年度） → 4,213千円（平成17年度）
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○その一方で、家電リサイクル法の施行前後で、市町村の廃家電不法投棄対策に係る費用
は大幅に増大していると推計。また、こうした直接の費用に現れない家電不法投棄による
生活環境保全上の支障も増大。

３．廃家電不法投棄対策の方向性⑤

■第５回合同会議資料２－３より

特定家庭用機器廃棄物の不法投棄に対する費用の推移 （注）

369,000 395,000

764,000

1,480,000 1,440,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

施行前 施行後

平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 平成１６年度 平成１７年度

（千円）

注：３政令指定都市及び都内４区のデータから、人口データを基に割
り戻した。

654,000監視・啓発等費用

・パトロール

・監視カメラ など

1,440,000合計

786,000原状回復・リサイクル費用

・運搬費用

・リサイクル費用

特定家庭用機器廃棄物の不法投棄に対
する費用内訳の推計（平成１７年度） （千円）

注：左の都市の費用内訳のデータから推計
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３．廃家電不法投棄対策の方向性⑥

○家電不法投棄を放置すれば、不法投棄が不法投棄を招き、家電リサイクル法ルートへの
適正排出が阻害されるとともに、ひいては家電リサイクル制度自体の信頼性を揺るがすこ
ととなる。家電不法投棄は、家電リサイクル制度全体に関わる問題として、関係者が協力
しながら取り組むべき課題。

○市町村が家電不法投棄の未然防止対策に積極的に取り組むとともに、市町村に対し、資
金面も含め、製造業者等の関係者が協力することが必要ではないか。


